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課
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
八
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
十
号

中
（裏）

「

2
7

＋1
5

（20
/
10
0

）

2
7

＋1
0

（4
0
/
1
0
0

）

2
7

＋

（6
0
/
1
0
0

）

を

㉜
年
度
燃
費

％
達
成

税
率

㉝
年
度
燃
費

％
達
成

税
率

㉞
年
度
燃
費

５
％
達
成

税
率

」

「

2
7

＋15

（2
0
/
1
0
0

）
2
7

＋1
0

（4
0
/
1
0
0

）

2
7

＋

（6
0
/
1
0
0

）

㉜
年
度
燃
費

％
達
成

税
率

㉝
年
度
燃
費

％
達
成

税
率

㉞
年
度
燃
費

５
％
達
成

税
率

〔2
8

（7
.
5
t

）

〕

年
排
出
ガ
ス
基
準
適
合
デ

ゼ
ル
車

超
バ
ス
ト
ラ
ッ
ク

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ィ
･

ー

に

改

め

2
7

＋15

（

）

2
7

＋1
0

（2
0
/
1
0
0

）

2
7

＋

（4
0
/
1
0
0

）

㉟
年
度
燃
費

％
達
成

非
課
税

㊱
年
度
燃
費

％
達
成

税
率

㊲
年
度
燃
費

５
％
達
成

税
率

2
7

（6
0
/
1
0
0

）

㊳
年
度
燃
費
基
準
達
成

税
率

」

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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